
 

 

国立大学法人東京医科歯科大学ジョイントリサーチ講座 

及びジョイントリサーチ部門規則 

 

平成２６年 ８月 ８日 

規 則 第 ６ ４ 号  

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人東京医科歯科大学（以下「本学」という。）における

ジョイントリサーチ講座及びジョイントリサーチ部門（以下「ジョイントリサーチ講座

等」という。）の実施に関し必要な事項を定める。 

 

（目的） 

第２条 ジョイントリサーチ講座等は、研究機関又は企業等の学外機関（以下「学外研究

機関等」という。）から研究費（ジョイントリサーチ講座等の運営のために、学外研究

機関等から受け入れる経費をいう。以下同じ。）及び必要に応じ研究者を本学に受入れ

ることにより、本学と学外研究機関等が協力し、特定の研究内容について一定期間継続

的に協働して研究を行い、もって本学における研究の進展及び充実を図ることを目的と

する。 

 

（定義） 

第３条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) ジョイントリサーチ講座 学外研究機関等から研究費を受入れ、協働して教育研究

を行う講座 

(2) ジョイントリサーチ部門 学外研究機関等から研究費を受入れ、協働して研究を行

う部門 

(3) 部局 国立大学法人東京医科歯科大学組織運営規程（平成１６年規程第１号）の第

２６条に定める部局等のほか、第１４条の２から６に定める各統合機構、第３０条に

定めるプロジェクト組織、国立大学法人東京医科歯科大学スポーツ医歯学診療センタ

ー規則（平成２６年規則第１００号）に定めるスポーツ医歯学診療センター及び国立

大学法人東京医科歯科大学高等研究院規則（平成３０年規則第４９号）に定める高等

研究院をいう。ただし、大学院医歯学総合研究科にあっては、大学院医歯学総合研究

科（医学系）と大学院医歯学総合研究科（歯学系）をそれぞれ１つの部局として扱う

ものとし、これら両部局の長は大学院医歯学総合研究科長又は大学院医歯学総合研究

科副研究科長とする。 

(4) 設置世話人 当該ジョイントリサーチ講座等の設置、運営等に関する窓口として設

置申込者と連絡調整を担い、教員の採用について責任を負う者。ただし、当該ジョイ

ントリサーチ講座等と同じ部局等に所属する教授又は准教授でなければならない。 

(5) 運営責任者 当該ジョイントリサーチ講座等における、教育研究の実施について責

任を持つ者 

 

（名称） 

第４条 ジョイントリサーチ講座等には、当該ジョイントリサーチ講座等における研究の



 

 

内容を表す名称を付すものとする。 

２ 学外研究機関等からの申し出により、前項の名称に当該学外研究機関等が明らかとな

るような字句を付加することができる。 

 

（設置の申請） 

第５条 部局の長は、学外研究機関等からジョイントリサーチ講座等の設置の申し込みが

あったときは、当該部局の教授会又はこれに相当する機関の議を経て学長に申請しなけ

ればならない。 

２ 前項の申請は、次の各号に掲げる書類を添えて行う。 

(1) ジョイントリサーチ講座等の申込書（様式１） 

(2) ジョイントリサーチ講座等の概要（様式２） 

(3) 担当教員予定者の履歴書 

(4) ジョイントリサーチ講座等契約書案（様式３） 

 

（設置の決定） 

第６条 学長は、前条の申請があったときは、研究推進協議会及び教育研究評議会の議を

経て、当該ジョイントリサーチ講座等の設置の可否を決定する。 

 

（設置期間） 

第７条 ジョイントリサーチ講座等は、研究費を受け入れた日以降に設置する。 

２ ジョイントリサーチ講座等の設置期間は、原則として１年以上５年以下とする。 

３ ジョイントリサーチ講座等の設置期間は更新できることとする。 

４ 設置期間を更新する場合の手続きは、設置の例による。 

 

（ジョイントリサーチ講座等の構成） 

第８条 ジョイントリサーチ講座等には、本学の２名以上の教員を置くものとする。 

２ 前項の教員のうち、少なくとも１名は当該ジョイントリサーチ講座等の専任教員を充

てなければならない。ただし、高等研究院に設置するジョイントリサーチ講座等におい

ては、その限りではない。 

３ 第１項の教員のうち、当該ジョイントリサーチ講座等の責任者は、当該ジョイントリ

サーチ講座等の専任教員である教授又は准教授を以て充てることとする。ただし、専任

教員が助教または講師である場合には、学長が特に認めた場合に限り、当該ジョイント

リサーチ講座等の兼任教員である常勤の教授又は高等院特別栄誉教授が責任者を務め

ることができる。 

４ 第１項のほか、本学が学外研究機関等から受け入れた研究費により、その他必要な職

員を雇用し、当該ジョイントリサーチ講座等に置くことができる。 

５ ジョイントリサーチ講座等には、国立大学法人東京医科歯科大学受託研究等取扱規則

（平成１６年規則第７８号。以下「受託研究等取扱規則」という。）に準じて、共同研

究員を受け入れることができる。 

  

（教員の選考） 

第９条 ジョイントリサーチ講座等の専任教員の選考は、国立大学法人東京医科歯科大学

教員選考基準（平成１６年規則第５９号）に準じて行うものとする。 

 

（職務内容） 



 

 

第１０条 ジョイントリサーチ講座等の専任教員は、当該ジョイントリサーチ講座等の研

究に従事する。 

２ 前項にかかわらず、本学と学外研究機関等と協議のうえ当該ジョイントリサーチ講座

等の研究の遂行に支障のない範囲で、その他教育及び診療を行うことができる。 

３ ジョイントリサーチ講座等の専任教員は、当該ジョイントリサーチ講座等における設

置目的の研究課題と関連する内容に限り、科学研究費助成事業等へ応募することができ

る。ただし、この場合自らエフォート管理を行うものとする。 

 

（客員教授等の名称付与） 

第１１条 第８条第４項により学外研究機関等から受け入れた共同研究員について、国立

大学法人東京医科歯科大学客員教授等選考規則（平成１６年規則第６０号）の定めると

ころにより客員教授、客員准教授又は客員助教の名称を付与することができる。 

 

（契約の締結） 

第１２条 学長は、ジョイントリサーチ講座等の設置を決定したときは、速やかにジョイ

ントリサーチ講座等契約書（以下「契約書」という。）により学外研究機関等の長また

は契約締結の権限を有する者と契約を締結するものとする。 

２ 前項のジョイントリサーチ講座等の設置を申請した学外研究機関等とジョイントリサ

ーチ講座等で行われる共同研究については、前項に定める契約書とは別に、当該契約書

を遵守した上で個別テーマ毎に契約を締結することができる。 

 

(研究費の受入れ) 

第１３条 研究費は、原則としてジョイントリサーチ講座等の設置期間に係る研究費の総

額を一括して受入れる。ただし、前条の契約書で研究費を分割して受入れることを約し

ている場合はこの限りではない。 

２ 研究費は、受託研究等取扱規則に定めるところにより受入れ、経理するものとする。 

 

（研究費等の額等）  

第１４条 前条の研究費の額は、ジョイントリサーチ講座等の研究に直接必要な経費（以

下「直接経費」という。）及び本学の管理等に必要な一般管理費の合計額とする。  

２ 一般管理費は、直接経費の１５％に相当する額とする。 

 

（他の機関との共同研究等） 

第１５条 ジョイントリサーチ講座等は、学外研究機関等以外の研究機関（以下「第三者

機関」という。）と共同研究又は受託研究行い、又は委託研究を行わせることができる。 

２ 前項の共同研究は、当該ジョイントリサーチ講座等の設置目的である研究課題と関連

する内容のものに限る。 

３ 前２項のジョイントリサーチ講座等で実施する共同研究の取扱いについては、受託研

究等取扱規則の定めるところによる。 

 

（知的財産権の出願） 

第１６条 ジョイントリサーチ講座等は、当該ジョイントリサーチ講座等における共同研

究の結果として知的財産を創造した場合は、本学又は学外研究機関等に帰属する研究を

担当する者の貢献に応じて、当該知的財産権の持分を本学と学外研究機関等との協議の

うえ定めるものとする。 



 

 

２ ジョイントリサーチ講座等が第三者機関を含む共同研究の結果として知的財産を創造

した場合は、前項に準じて行うものとする。 

 

（内容等の変更） 

第１７条 第１２条により締結したジョイントリサーチ講座等の契約について変更しよう

とするときは、当該部局等の教授会又はこれに相当する機関の議を経て、当該部局等の

長はその変更を学長に申請するものとする。ただし、軽微な変更については、当該部局

等の長の判断により、学長への申請を省略することができる。 

２ 前項の申請は、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、第１号及び

第４号について変更がない場合には、当該様式の提出を省略することできる。 

(1) ジョイントリサーチ講座等の申込書（様式１） 

(2) ジョイントリサーチ講座等の概要（様式２） 

(3) 担当教員予定者の履歴書 

(4) ジョイントリサーチ講座等変更契約書案（様式３） 

３  学長は、前項の申請に基づき、当該ジョイントリサーチ講座等の内容等の変更を決定

するものとする。 

 

（事務） 

第１８条 ジョイントリサーチ講座等の契約に関する事務は、統合イノベーション機構事

務部、経理に関する事務は財務部財務企画課及び財務経理課において処理する。 

 

附 則 

この規則は、平成２６年８月８日から施行する。 

附 則（平成２７年５月２１日規則第１２９号） 

この規則は、平成２７年５月２１日から施行し、平成２６年１０月１日から適用する。 

附 則（平成２７年９月３日規則第１９０号） 

この規則は、平成２７年９月３日から施行し、平成２７年８月１日から適用する。 

附 則（平成２８年３月２２日規則第２２号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年７月３１日規則第１０８号） 

この規則は、平成２９年７月３１日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則（平成３０年７月１９日規則第５９号） 

この規則は、平成３０年７月１９日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則（平成３１年２月２７日規則第１５号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１１月２９日規則第１３３号） 

この規則は、令和元年１１月２９日から施行する。 

  附 則（令和２年１２月２４日規則第５４号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則（令和４年１２月２３日規則第１７１号） 

この規則は、令和４年１２月２３日から施行し、令和４年１０月１日から適用する。 

附 則（令和５年３月３０日規則第１４５号） 

この規則は、令和５年３月３０日から施行し、令和５年３月１日から適用する。 

 



 

 

（様式１） 

 

年  月  日 

 

国立大学法人東京医科歯科大学長  殿 

 

 

設置申込者の住所 

設置申込者の名称 

氏名（企業等に於いては職名・氏名）   印 

 

 

ジ ョ イ ン ト リ サ ー チ 講 座 等 申 込 書 

 

 

 下記のとおりジョイントリサーチ講座等の設置を申し込みます。 

 

記 

 

ジョイントリサーチ講座等の

名称 

 

 

 

協働して研究する題目  

 

 

設置目的  

 

 

協働して研究する内容  

 

 

 

 

 

 

 

設置期間 研究費納付日から、    年  月  日まで 

ジョイントリサーチ講座等の

経費の負担額 

 

 

 

研究費 研究員費 

備品費 消耗品費 賃金・

謝金 

光熱費 旅費 一般管

理費 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ジョイントリサーチ講座等の経費の負担額の支払方法 

 
□ 一括払い 
 
□ 分割負担の場合 支払時期及び金額 
 

 支払期日 支払い額 

１年度目   年  月  日 円 

２年度目   年  月  日 円 

３年度目   年  月  日 円 

４年度目   年  月  日 円 

５年度目   年  月  日 円 

総額  円 

 

  設置世話人   （所属）         （氏名）              

 

担当教員及び職名（共同研究員を含む）  

＊運営責任者には◎を付すこと  

氏名  職名  ジョイントリサーチ講座

等における役割  

   

 

  ジョイントリサーチ講座等設置申込者  

     

名称  

 

 

概要  

 

 

 

 

 

附帯条件の有無 

 

 

 

 

その他 

 

 



 

 

（様式２） 

 

ジ ョ イ ン ト リ サ ー チ 講 座 等 の 概 要 

 

 

1.  大学名（部局名） 

 

 

2.  ジョイントリサーチ講座等の名称 

 

 

3. 設置申込者の名称 

 

 

4.  設置申込者の概要 

 

 

5.  ジョイントリサーチ講座等の経費の負担額 

（施設設備等を併せて負担する場合はその概要） 

 

 

6.  ジョイントリサーチ講座等の経費の負担額の支払時期及び期間 

 

 

7.  ジョイントリサーチ講座等の経費の使途 

 

 

8.  ジョイントリサーチ講座等の経費の負担額の支払方法 

 

 

9.  設置世話人 

 

 

10.  担当教員名及び職名（運営責任者には◎を付すこと） 

  

 

11.  ジョイントリサーチ講座等の教育研究領域の概要（カリキュラムを含む。） 

 

 

12.  現有組織の構成状況及びそれらに照らしたジョイントリサーチ講座設置の必要性 

  



（様式３） 

 

ジョイントリサーチ講座等設置契約書 

 

  国立大学法人東京医科歯科大学（以下「甲」という。） と              （以下「乙」とい

う。）は、 次の各条によってジョイントリサーチ講座等設置契約書（以下「本契約」という。）を締結するも

のとする。 

 

（定義） 

第１条 本契約書における用語の定義は、次に定めるところによる。 

 (1) 「ジョイントリサーチ講座等」とは、甲が研究機関及び企業等の学外機関（以下「学外研究機関等」とい

う。）から研究費及び必要に応じて研究者を受入れ、甲と学外研究機関等が協力し、特定の研究内容につ

いて一定期間継続的に協働して研究を行う講座をいう。 

 (2) 「研究費」とは、ジョイントリサーチ講座等の運営のために、学外研究機関等から受け入れる経費をいう。 

 (3) 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第２条に規定されるジョイントリサーチ講座等（以

下「本ジョイントリサーチ講座」という。）の目的に関係し、実績報告書中で成果として確定された発

明、考案、意匠、著作物、ノウハウ等の技術的成果をいう。 

 (4) 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。 

  イ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、半導体集積回路の回路配置利用権、種苗法（平成１０年法律第

８３号）に規定する育成者権、及び上記各権利の登録を受ける権利並びに外国における上記各権利に相当

する権利 

  ロ 著作権法（昭和４５年法律第４８号）に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物（以下

「プログラム等」という。）の著作権並びに外国における上記著作権に相当する権利 

  ハ 秘匿することが可能な技術情報で、かつ、財産的価値のあるものであって、甲乙協議の上、特に指定す

るもの（以下「ノウハウ」という。） 

２ 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、

意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対

象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。 

３ 知的財産権の「実施」とは、特許法（昭和３４年法律第１２１号）第２条第３項に定める行為、実用新案法

（昭和３４年法律第１２３号）第２条第３項に定める行為、意匠法（昭和３４年法律第１２５号）第２条第３

項に定める行為、商標法（昭和３４年法律第１２７号）第２条第３項に定める行為、半導体集積回路の回路配

置に関する法律（昭和６０年法律第４３号）第２条第３項に定める行為、種苗法第２条第５項に定める行為、

著作権法第２条第１項第１５号及び同項第１９号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 

４ 「研究担当者」とは、ジョイントリサーチ講座に従事する甲又は乙に属する別表第１に掲げる者をいう。ま

た、「研究協力者」とは、上記研究担当者以外の者であって本ジョイントリサーチ講座に協力する者をいう。 

 

（ジョイントリサーチ講座の題目等） 

第２条 甲は乙から研究費及び必要に応じて研究者を受け入れ、次のジョイントリサーチ講座等を設置するもの

とする。 

 (1) ジョイントリサーチ講座等の名称 
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(2) 協働して研究する題目    

(3) 設置目的    

 (4) 協働して研究する内容 

 (5) 設 置 場 所      国立大学法人東京医科歯科大学内 

  (6) 研究費            円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

               （うち直接経費           円） 

               （うち一般管理費           円） 

 

（設置期間） 

第３条 本ジョイントリサーチ講座の設置期間は、研究費を納付した日から    年  月  日までとする。 

 

（研究担当者） 

第４条 本ジョイントリサーチ講座で行う研究に従事する者（以下「研究担当者」という。）は、別表第１に掲

げる者とする。 

２ 甲は、乙から研究担当者として本ジョイントリサーチ講座に参加する者を、別表第1に記載の職名・身分に

て、別表第１に記載する期間受け入れるものとする。 

３ 甲及び乙は、新たに本ジョイントリサーチ講座の研究に従事させようとするとき、双方協議のうえ本契約の

変更をしなければならない。 

４ 乙は共同研究員を研究担当者とする場合は、国立大学法人東京医科歯科大学受託研究等取扱規則第３８条を

準用し、共同研究員費を納入しなければならない。 

 

（実績報告書の作成） 

第５条 甲及び乙は、本ジョイントリサーチ講座の実施期間中に得られた研究成果について、双方協力のうえあ

らかじめ定めた様式の実績報告書（以下「実績報告書」という。）を、本ジョイントリサーチ講座の設置期

間終了の翌日から起算して６０日以内に作成する。 

２ 前項のほか、実施期間が複数年度にわたる場合には、各事業年度の最終日から起算して６０日以内に年度毎

の実績報告書（以下「中間報告書」という。）を作成する。 

 

（ノウハウの指定） 

第６条 甲及び乙は、実績報告書及び中間報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについ

て、協議のうえ速やかに指定するものとする。 

２ ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。 

３ 前項の秘匿すべき期間は、原則として、本ジョイントリサーチ講座終了の翌日から起算して３年間とする。

ただし、指定後に必要が生じたときは、甲乙協議のうえ秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。 

 

（研究費の負担） 

第７条 乙は、研究費を負担するものとする。 

２ 研究費の内訳は、別表第２のとおりとする。 
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（研究費の納付） 

第８条 乙は、本ジョイントリサーチ講座設置期間に係る研究費の総額を、甲が定める期限までに納付しなけれ

ばならない。 

２ 乙は、所定の納付期限までに前項の研究経費を納付しないときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数

に応じ、その未納額に年５パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。 

３ 第１項にかかわらず、甲乙協議のうえ研究費を別表第３に合意するところにより分割して支払うものとする。 

 

（経理） 

第９条 前条の研究費の経理は、甲が行う。ただし、乙は、本契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ること

ができる。甲は、乙から閲覧の申し出があった場合、これに応じなければならない。 

 

（研究費により取得した設備等の帰属） 

第１０条 研究費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。 

 

（知的財産権の出願） 

第１１条 甲及び乙は、本ジョイントリサーチ講座の実施に伴い発明等の成果が生じた場合には、甲及び乙協議

のうえ速やかにその知的財産権の扱いについて定めるものとする。 

２ 研究担当者が本ジョイントリサーチ講座における研究の結果、発明等をなしたときは、当該発明等に係る知

的財産権は当該研究担当者の属する当事者に帰属するものとする。ただし、第４条第２項に基づいた研究担当

者が発明等をなしたときは、当該発明等に係る知的財産権は乙に帰属するものとする。 

３ 前二項により甲又は乙単独に帰属した知的財産権にかかる出願手続き及び権利保全に要する費用（以下「出 

願等費用」という）は、出願を行う者が負担するものとし、甲乙共有とされた知的財産権につき共同で出願を

行うときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分、維持管理に関する事項等を協議して定めた上で、別途締

結する共同出願等契約に基づき行うものとする。 

 

（外国出願） 

第１２条 本ジョイントリサーチ講座に基づく知的財産権（著作権及びノウハウを除く。）の外国における出願、

権利保全等（以下「外国出願」という。）について、前条の規定を準用する。 

 

（甲の知的財産権） 

第１３条 甲は、第１１条第２項により甲に帰属した知的財産権（著作権及びノウハウを除く。以下「甲の知的

財産権」という。）の実施権（独占的実施権を含む）について、当該知的財産権の出願時に乙が希望する場

合には、乙に当該出願をしたときから１８ヶ月間の優先交渉権（以下「オプション権」という。）を付与し、

当該期間中は乙又は乙の指定する者以外には許諾しないものとする。 

２ 前項のオプション権の有効期間中の当該知的財産権に係る出願等費用は、第１４条第２項の定めにかかわら

ず、乙がその全額を負担するものとする。 

３ 本契約の他の定めにかかわらず、乙又は乙の指定する者が本ジョイントリサーチ講座の設置期間終了後５年

以内に甲の知的財産権について実施又は実施に向けた合理的努力をしていない場合には、甲は当該知的財産

権を第三者に実施許諾できるものとする。 
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（共有に係る知的財産権） 

第１４条 第１１条第３項により共有とされた知的財産権（著作権及びノウハウを除く。以下「共有に係る知的

財産権」という。）の実施権について、当該知的財産権の出願時に乙が希望する場合には、甲は当該知的財

産権を出願したときから３年間（以下「オプション期間」という。）乙又は乙の指定する者以外に実施許諾

しないことに同意する。ただし、当該オプション期間中の当該知的財産権に係る出願等費用は、乙がその全

額を負担するものとする。 

２ 乙又は乙の指定する者が共有に係る知的財産権を実施する場合には、乙は甲に対し別途協議・決定する実施

料を支払うものとする。 

３ 乙が第１項のオプション期間の設定を希望しない場合には、当該知的財産権に係る出願等費用は、原則とし

て、甲及び乙がその持分に応じ負担する。 

４ 前項の場合において、甲が乙に当該知的財産権の第三者への実施許諾を申し入れたときは、乙は正当な理由

なくこの申し入れを拒否できないものとする。 

５ 本契約の他の定めにかかわらず、乙又は乙の指定する者が本ジョイントリサーチ講座の設置期間終了後５年

以内に共有に係る知的財産権について実施又は実施に向けた合理的努力をしていない場合には、甲は当該知

的財産権を第三者に実施許諾できるものとし、乙は甲から当該許諾の申し入れがあった場合にはこれに同意

しなければならない。 

６ 共有に係る知的財産権を第三者に実施許諾する場合の当該第三者からの実施料は、当該知的財産権の持分に

応じ、甲乙間で配分するものとする。 

 

（情報交換） 

第１５条 甲及び乙は、本ジョイントリサーチ講座の実施に必要な情報、資料を、自己の裁量により、相互に無 

償で提供又は開示するものとする。 

２ 甲及び乙は、提供された資料を、本ジョイントリサーチ講座の設置期間終了後、それぞれ相手方に返還又は

破棄するものとする。 

 

（秘密の保持） 

第１６条 甲及び乙は、本契約の各条項並びに本ジョイントリサーチ講座における研究の実施に伴い相手方から

提供又は開示を受けた情報であって、当該提供又は開示の際に相手方より秘密である旨明示されたもの（第１

号から第６号までに該当するものを除く。以下「秘密情報」という。）について、研究担当者並びに自己に属

する本ジョイントリサーチ講座の実施及び管理のために秘密情報を知る必要がある者（以下「秘密情報知得者」

という。）以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、秘密情報について、秘密情報知得者がその

所属を離れた後も含め秘密として保持する義務を、当該秘密情報知得者に対し負わせるものとする。 

(1) 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 

  (2) 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報 

  (3) 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 

  (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報 

  (5) 秘密情報によることなく独自に開発・取得した情報 

  (6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報 
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２ 甲及び乙は、秘密情報を本ジョイントリサーチ講座における研究活動以外の目的に使用してはならない。 

３ 前２項の有効期間は、第３条の本ジョイントリサーチ講座設置の日から、本ジョイントリサーチ講座の設置

期間終了後５年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。 

 

（研究成果の公表等） 

第１７条 甲及び乙は、本ジョイントリサーチ講座の設置期間終了（設置期間が複数年度にわたる場合は各年度

末）の翌日から起算し３ヶ月以降、本ジョイントリサーチ講座によって得られた研究成果（研究期間が複数年

度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果）について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で発

表又は公開すること（以下「研究成果の公表等」という。）ができるものとする。ただし、研究成果の公表と

いう大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。

なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。 

２ 前項の場合、甲又は乙（以下「公表希望当事者」という。）は、研究成果の公表等を行おうとする日の３０

日前までにその内容（以下「公表希望内容」という。）を書面にて相手方に通知しなければならない。また、

公表希望当事者は、相手方の事前の書面による了解を得た上で、公表等を行う内容が本ジョイントリサーチ講

座における研究の結果得られたものであることを明示することができる。 

３ 前項による通知を受けた相手方は、当該研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判

断したときは、当該通知受理後１５日以内に公表希望内容の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものと

し、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、当該研究成果の公表

等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、当該公表等

をしてはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。 

４ 第２項の通知しなければならない期間は、本ジョイントリサーチ講座の設置期間終了の翌日から起算して２

年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。 

５ 本ジョイントリサーチ講座における研究の成果として生じた有体物の管理方法、処分の方法については、甲

乙が協議して定める。 

 

（研究協力者の参加及び協力） 

第１８条 甲又は乙のいずれかが、本ジョイントリサーチ講座での研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ない

し協力を得ることが必要と認めた場合、甲乙協議のうえ、当該研究担当者以外の者を研究協力者とすることが

できる。 

２ 前項により、研究担当者以外の者を研究協力者として参加させることについて、相手方に同意を求めた甲又

は乙（以下「当該当事者」という。）は、当該研究協力者に本契約内容を遵守させなければならない。 

３ 当該当事者は、当該研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう、及び当該研究協力者

が相手方に損害を与えた場合には当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱い

を別に定めておくものとする。 

４ 研究協力者が本ジョイントリサーチ講座における研究の結果、発明等を行った場合は、第１４条の規定を準 

用するものとする。 

 

（教育及び研究目的の実施） 

第１９条 本契約の他の定めにかかわらず、本ジョイントリサーチ講座の研究担当者のうち甲に属する者、又は
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属していた者は、本ジョイントリサーチ講座における研究成果に係る知的財産権を、教育及び研究の目的に実

施することができるものとする。ただし、現在民間企業に属する者はこの限りではない。 

 

（契約の解除） 

第２０条 甲は乙が研究費を所定の納付期限までに納付せず、催告後３０日以内になお納付されない場合は、本

契約を解除することができる。 

２ 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後３０日以内に是正されないときは、本契約を解除するこ

とができるものとする。 

(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき。 

(2) 相手方が本契約に違反したとき。 

３ 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、何らの催告をすることなく本契約を解除することができ 

る。 

(1) 他から仮差し押さえ、仮処分、差し押さえ又は競売の申し立てを受け、本契約の履行に支障をきたすおそ 

れのあるとき。 

(2) 破産、民事再生若しくは更正の申し立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。 

(3) その他、本契約を履行するに著しく支障をきたすおそれのある処分、又は措置を受けたとき。 

 

（損害賠償） 

第２１条 甲又は乙は、前条に掲げる事由又は自己、自己の研究担当者若しくは自己の研究協力者が故意又は重

大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を当該相手方に対して、賠償しなければならない。 

 

（契約の有効期間） 

第２２条 本契約の有効期間は、契約締結日から  年  月  日とする。 

２ 本契約の失効後も、第５条及び第６条、第１１条から第１９条、前条及び第２４条の規定は、当該条項に定

める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。 

 

（協議） 

第２３条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとす

る。 

 

（裁判管轄） 

第２４条 本契約に関する訴えの管轄は、甲の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。 

 

 この契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管するものとする。 

 

     年  月  日 

             （甲）東京都文京区湯島一丁目５番４５号 

                国立大学法人東京医科歯科大学  
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学長             印 

 

             （乙） 
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 別表第１ （第４条関係）                                                              

研究担当者 

氏    名 所属部局・職名 雇用（研究）期間 本研究における役割   

  

 

 

       

 

 

 

 

 

   

（注）ジョイントリサーチ講座等責任者には氏名に※印を付すこと。また、共同研究員（第４条第２項）には氏

名に◎印を付すこと。 

 

 別表第２ （第７条、第８条、第１０条関係）  

区分 研究費 共同研究員費 

乙 

 

 

                              円 

  (うち消費税額及び地方消費税額            円) 

（うち直接経費                      円） 

（うち一般管理費                     円） 

  

         円 

 

合計  円      円 

 

別表第３ （第８条関係） 

 納付時期 納付金額 

第１回 請求書発行日から当該請求書に定める納付期限           円 

第２回            円 

   

   

 

 

 


